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第1章 計画の策定にあたつて

lH計画策定の目的               ;
町国市は多摩丘陵l分ジ北の端に位置し、北部の丘陵地は鶴見川、境チitの源流域にもなってお

り、都市の近郊でありながら、豊かな自然環境を有しています。また(減少しつつあるもの

の今でも農の環境が残つており、数多くの歴史 :文化の足跡を見ることができます。こうし

た立地・緑 ,農・歴史・文化、これらすべては町国市の魅力の一つであり価値ある資産・資

源であるといえます命

町田市では、これよで「町囲市北部丘陵活性化計画 (基本計画・実施計画)」 及び「町国

市北部丘陵活性化計画アクシヨンプラン (行動計画)」 に基づき、北部丘陵に特化した里曲

環境の「再生と保全」を推進してきました。

こうした中、自然環境への意識の高まりやコロナ禍による生活環境の大きな変化に伴い、

豊かな自然環境を求めて多くの人が町田市の里曲を訪れています。一方、近年のゲリラ豪雨

や大型台風など自然災害に対して、河用の源流域に位置していることからグリーンインフラ

(詳細は P。 12に記載)の推進が重要視されてきています。さらにご多摩都市モル エルや

小囲急多摩線の廷伸、リニア中央新幹線開業による都市部からのアクセスの向上等、生活環

境や社会環境の変r色 をvき、まえ、塁曲の環境を町田市の貴重な資産として活かしていくことが

求められています。また、本市にお奪サるSDGsの 達成や持続可能な循環型社会の実現に寄

与していくことも重要な視点となっています。

本計画では、こうした地域の資産 。資源を有効に活用し、持続可能なものとしていく施策

を効果的に推進していきます。そのために、将来像を示すとともに、施策の対象となるエリ

アを設定し、それぞれ異なる地域の特徴をとらえ、実1着 に応じた施策をリーディングプロジ

ェクトとして設定します。

多様な主体による連携 `協働により里曲環境を活用していくことで、「住む人も 訪れる

人も 居心地のよい まちだの里曲とを実現していくための計画として策定しました。

2=計画期F口写

計画の期間イよ、2022年度から2031年度までの 10年間とします。

2022年度から2026年度までの 5年 F司弓の実行計画を作成し、2026年度に中聞確認を行い、

後報5ヵ 年の取組を定めます。

前期実行計画
米

後鶏実行計画

ZUZZ
年度

2023

韓

2024
年度

2025
年度

2026年度
2027
年度

2028
年度

2029
年度

2030
年度

Z03刊

年度

|   :中
F口写確認

:   |(検討)

※前期実行計画の具体的な取組は本計画第4章 (P,30以降)に記載
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3.計画の位置付け                   
オ

本計画イよ以下のとおり「まちだ未来づくリビジョン2040」 「町露市都市づくりのマスター

プラン」「第二次町田市環境マスタープブンどを上位計画とします。
「町出市北毒る丘陵活性イヒ計画とでは、里曲環境の再生と保全のほか、都市基盤の整備や農

業の振興を進めてきました。本計画では(対象地域が一部重複する「町霞市北部丘陵活性化

計画どの耳又組等を号:継ぎ、重歯環境や地域の資源の活用を推進していくための計画とします。

計画の推進にあたっては、都市基盤の整備については「町国市都市づくりのマスタープラ

ン」等におと`て取り組むこととしt農業振興ゃその他の施策については「第4次町田市農業

振興計罰 をはじめとする関連計画と整合を図りながら(事業を推進していくこととします。

船

一

4.本計画の対象地域          1
本計画の対象となる

'色

域は、東京者膨かから直線匪
~離

でおよそ 30～ 40km、 横浜の中心部か

ら直線距離でおよそ 20年 40kmの位置にあります。田J丁 目では、悟療町、と小曲調町、下小

曲調町、図自軍町、小野路町、野津題町、真光寺懸ヾ三輪町の市衝化調整区域とそれに鱗接す

る市衛イ毯―区城の二部に該当します。

一

鷲癖

5

蜘
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5.対象地域の林相区分図

本計画の対象地域の林相区分区
Xlは以下のとおりです。対象地域全体において、広葉樹が

多くなっています。一部市の西部においては針葉樹も多く、小野路町周辺では竹林が多くな

っています。
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※l林相区分図とは林業経営の計画と実施に必要な事項を表わした図面のことで、主にその地域

が針葉樹林、広葉樹林なのかといった分類が図示されています。 
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6B計画策定の背景

(1)北部丘陵に関するこれまでの経緯

北部丘陵の小野路西部地域 (純 105ha)と 小曲園地域 (約 275ha)に ついては、当初、住

宅都市整備公国 (現、都市再生機構)に よる住宅供給を目的とする土地区面整理事業によっ

てまちづくりを行う計画でしたが、2002、 2003年度に事業中止が決定しました。

その後、町囲市では 2005年に「北部丘陵まちづくり基本構想」、20H年に「町国市北部

丘陵活性化計画」、2017年に「町隠市北部丘陵活性化計画アクションプラン」を策定し、新

たな取組のよる曲林の活用盈図りましたが、都市基盤の整備にF美暴することや交流国遊拠点の

F汗弓設等、実現できなかった事業もありまⅢした。

■北部丘陵のこれまでの経緯

年 月 主な内容

1970年 市衝化調整区域に区分

1993年 3月 小野路西郡地域 (約 105ha)1日 住宅都市整備公団による「区画整理事

業」の地区決定

1995年 3月 小山田地域 (約 275ha)旧住宅都市整備公団による「区画整理事業」

の地区決定

¬993～ 97年 旧住宅都市整備公団による用地取得

2002年 8月 小野路西畜る地域、区画整理事業中止決定

2003年 7月 小曲園地域、区画整理事業中止決定

2005年 5月 「北部丘陵まちづくり基本構想」策定

旧住宅都市整備公団の取得用地買収開始

201要 年 3月 「町田市言ヒ部丘陵活性化計画」策定

2017年 3月 「町田市北部丘陵活性化計画アクシヨンプラン」策定

2019年 1日住宅都市整備公国 (現、都市再生機構)の取得用地買収完了

8



(2)町田市の水 とみどり|ま耐 災害性の向上 にも寄与 していく

市内には鶴見用や恩田川のような 1級河川を含んだ豊富な水資源や大小様々なみどりが

あり、北部に広がる森林などは生態系保全の重要な緑となっています。

市内には生産緑地などの都市農地も多く点在しており、今後こうした場所で農を介して、

様々な人をつなtデてやヽく取組も進められようとしています。また、河川の源流域となり、流

域治水
Y2二重要なグリーンインフラである塁曲環境はその保全に努めることでヽまちの耐災

害性の向上にも寄与していきます。

畠典 :町園市者昼市づくりのマスタープラン

※2流域治水とは(気候変動の影響による水災害の激甚化・

ムの建設・再生などの対策をより二層加速するとともに
域)力|ら 氾濫域 (河チII等 の氾濫により浸水が想定される
る関係者が協働 して水災害対策を行う考え方。

9
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(3)市全体でみどりを活用しながら総量を減らさないための取組を進めている

東京都では、「東京が進めるみどりの取組」(苓不El元年5月 )にて、みどり率 (緑が地表を

覆う部分に公園区城 `水面を加えた面積が地域全体に占める割合)を指標に、「東京の緑を、

総量としてこれ以上減らさないこという目標を掲げており、町霞市においても今後1ま「みど

り率どを指標に用い、将来霞標を設定していきますも

市為のみどり率・面積の推移を見ると、公園・緑地が増加してきていますが、制度的に担

保されていない樹林地や農用地などの民有地のみどりの減少が見られます。今後は、
「
尋|き続

きみどりの保全や公園・緑地等の整備を進めるとともに、日常的に市内にあるさまざまなみ

どりの活用を図りながら、民有地も含めたみどりの維持に取り組むことによつて、「みどり

の総量を減らさないことこを将来目標としています。

本計画においても、塁山環境を活用し町国市全体のみどりの総量の維持に寄与していくこ

とが重要になるといえます。

暇桟 尋素臓椰

2021犠 20al軽
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Bみどり率 。面積の推移
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出典 :町囲市都市づくりのマスタープラン



(4)価値観やライフスタイル・暮 らし方が多様化 している

近年、アドベンチャーツーリズム※3ゃ、市民農園の需要が増えるなど、自然やみどりに触

れ合う.機会が求められています。農産物直売所の売り上げも伸びており、地域の新鮮な農産

物が求められ健康意識が高まっていることが伺え.ま す。         「

また、テレワークの普及などにより、場所を選ばない働き方が可能になるとして、自然に

園まれた中で仕事を行えるワーケ
=シ

ョンなどが注目を集め、みどり豊かな郊外の魅力が再
1認

識されています。

今後はさらに、働く '遊ぶ・食べるなどの価値観が変化し、ライフスタイルや暮らし方が

さらに多様F監することが想定されます。 ′

出典 :町国市都市づくりのマスタとプラン

(5)ウィズコロナ。アフタエコロナヘの対応が求められている

コロナ禍の影響により、人とのF露辱隔を確保で

きる公園、広場、テラスなどゆとりある屋外空

F月日の充実が求められています。また、住まい選

びでも「不ピ便性」だけでlまなく、緊急時の安全・

安心や、テレワーク等の新しい暮らし方のため

の環境の充実とぃった点が重視されるなど、住

まいに求められる要素が変化しています。

こうしたイ麗値毎見の変化は人にl移動にも影響

が表れており、者々添部の自治体は2020年に入

り転入増加数が大幅に減少した一方、30～ 40km「

圏の郊外自治体では増加を続けています。

出典 :町田市都市づくりのマスタープラン

※3ア ドベンチャーツーリズムとtま 「アクティビティ、自然、文化体験の 3要素のうち、 2つ以
上で構成される旅行」のこと。
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(6)グリーンインフラ※4の
活用が進められている

様々な社会的課題、経済約課題の解決方法の一つとしてグリーンインフラの活用が期待さ

れています。グリエンインフラを活用することで、以下の成果が期待されています。

本語画の対象地域においても、さまざまなみどりを、グリーンインフラを穣成するみどり

と捉えてみどりの持つ機能を積極的に活かした、グリーンインフラを推進する取組が求めら

れています。
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※4み どりなどの自然環境の持つさまざまな機能を積極的かつ有効に活用することで、人と生き

ものが健康に暮らすことができるようにする社会基盤 (イ ンフラ)及びその考え方です。
この考え方tよ、激甚化する自然災害や成熟社会における持続可能な地域づくりなど、我 が々

直面しているさまざまな課題への対応策の一つとして近年注目されています。
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(7)持続可能な開発 目標 (SDGs)を実現するための取組が進め られている

持続可能な開発霞標 (SDGs)と は、2015年 9月 の国連サミットで採択された、持続可

能な世界の実現のために 2030年までに世界中で取り組む国際園標です。持続可能で多様性

と包摂性のある社会を実現するための 17の ゴールから構成され、未来を見据えたバックキ

ャスティングの発想を活用し「誰一人取り残さない」ために、先進国を合めた全ての国で取

組が進められています。

町国市がこれまでに進めてきたまちづくりの取組は、多くの点でSDθ sの理念や目標と

合致することから、引き続き「まちだ未来づくリビジョン 2040」 における、政策や施策の推

進を通してSDGsの 実現に貢献していきます。

本計画では、各取組とSDGsの 関係をわかりやすく示すため、対応するゴールを記載し

ていまする
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第2章 現状と課題

塁曲と才ま、かつて谷戸や曲林に隣接する地域で生活する住民が、自ら田畑を耕作し農閑期

においては(薪や炭にする目的で樹木の伐採などを行い、住民の生活が営まれてきた場所を

いいます。

人の手が通度に入ることで生き物の多様性、良好な景観、伝統文化等が保存・継承さみ、

人と自然が共生し資源が循環すること等により、持続可能な環境が形成され、経済が成立す

る基盤となっている場所を指します。   :

【参考】かつての里麟雲の循環サイクルのイメ下ジ

t・

犠慕
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1.対象地域の現状

夕地域で生活する住民などによって管理されてきたかつての里曲の環境は、高度経済成長に

よる生活様式の変化等によって人の手が入ることがなくなり、それまで続いてきた資源の循

環が途切れました。その結果、荒廃したと強林や農地が増え、現在では以前のような里曲の環

境lまほとんど残っていません。近年では放置され巨木化した樹木に特定の虫が媒介するナラ

菌によって、樹木が集目的に枯損する「ナラ構れ」被害の発生など、自然環境にも変イとがみ

られます。

一方で市衛化区域に近く、多くのみどりが残る本計画の対象エリアにイよ、塵然環境への意

識の高まりやコロナ禍の影響を受け、市内外から散策などを楽しむ人が多く訪れています。

また、NPOや市民団体により、荒廃した里曲の環境を再生し、保全する取組が一部の地域
で行われていますもさらに、土地の境界は一部を除いて不鳳月確なままとなっており、保全活

動などの妨げとなることがあります。

放置された曲林や農地が増えた結果、自然環境や景観への影響だけでなく、枯損による倒

本や不法投棄がみられます。また、散策などの来訪者が増加した結果、私有地への立ち入り

など来訪者のマチエ違反なども発生しており、
・
地域住民の精神的・経済的な負担となってい

ます。

なお、本計画の対象地域の大部分は市衝化調整区域に偉置し、都市基盤の整備に制約が設

けられており、地域で安心して住み続けるための生活環境の改善が求められています。

現状、取組のようす

。地域で収穫 ,生産した農産物の販売
・ボランティアや地域の団体による保全活動

ナラ枯れのようす

フットパスの環境整備、活用

民蘭事業者によるイベント等

散策に訪れる人
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2と 対象地域の課題

地域の資源の循環が途七刀れ、人の手が入ることがなくなった曲林や農地が増え、里曲の環

境が荒廃した結果、生態系の変化や景観の悪化のほか、不法投棄も行われるなど生活環境も

以前と比較して悪化しています。また、近年来訪者が増加したことで生じた私有地への立ち

入りなどマナーやモラルの低下に関する対応や全国的に拡大している「ナラ枯れ」の発生な

ど、環境に変化に起因する社会的な課題への対応も求められています。

里曲環境が荒廃している要因としては、曲林や農地を管理する住民の経済的な負担の増加

や高齢化、市ぬで活動するボランティア等の団体メンバーの固定化による高齢イ毯や活軸の担

い手不足などがあtデられ、かつての里山環境の再生を日指すことでは躍決の糸園が見えない

状況があります。来訪者のマナ亨やモラル向上にあたつては、皇山環境の魅力を通切に発信

するとともに、地域の住民と来訪者にとって良い関係性を構築することが必要になります。

今後は、こうした地域や社会の課題に対して、里曲環境を地域の社会基盤 (グ リーンイン

フラ)と して提え、地域の住民だけでなく、民蘭事業者など多様な主体と連携し、地域の課

題解決に取り組んでいくことが重要になります。

こうしたことから、人の手が入り、塁曲環境の保全を将来に渡つて持続可能なものとする

ために、重曲環境の再生・整備だtサ でなく、時代に即した活用の取組と新たな循環サイクル

を構築することが強く求められています。

実行計画を策定するうえでは、これらの課題に対して地域の実情に応じた取組を検討して

いく必要があります。また、計画を推進していくにあたつては、暁界が明確になっていない

土地も多くあることから、対応が求められています。

里山環境の再生活牽力が

行われる前の谷戸

里山環境の再生活動が

行われていた現在の谷戸
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3.エリアの区分

地域の実情に応じた取組を検討していくために、対象地域を以下のように、4つのエリア

に区分します。市ぬの市街化調整区城※5を 主な対象とし、相原エリア、小曲圏エリア (露節

町を合む)、 小野路エリア (野津囲町、真光寺町を含む)、 三輪エリアを単位として、次ペー

ジ以降、エリアごとの現状と課題、取組のテーマを整理していきます。

相鰈エリア
小山田二りP   J｀野馳上」Jユ

二綸エリア

※5都市計画法では、都市計画区域を「市街化区城」と「市衛化調整区域」に区分することによ
り、無秩序な市街rヒ を防止し、計画的な市街化を図ることを目的としています。市衝化区域
(都市計画法第 7条第 2項 )才ま、すでに市衝地を形成している区城とおおむね 10年以内に優

先的かつ計画的に市街化を図るべき区城で、市街化調整区城 (都市計画法第 7条第 3項 )

は、市街イとを抑制するべき区域となっています。    、

17



4コ エリアごとの現】犬と課題

【小曲離五リア).| ・ ●

(1)工 Iジアの概要

小曲園手リアイよ、町田市の北蔀に位置し、多摩市や八王子市の多摩ニュータウンに接する

地域です。多摩丘陵の大きな緑地帯を抱え、一帯が鶴見ナ:士 の源流域となっており、4夏数の尾

根と谷戸によって構成される丘陵地です。

大部分イよ市衡化調整区域となっており、一部に農地や豊かな自然環境が残る地域です。

小曲理緑地など地域の一部は、1961年に風致地区に指定されています。また、その他のま

とまったみどりも都市計画緑地や東京者る保全地域の歴史環境保全地域などに指定さ冷保全

されています。

(2)地域の特性

①自然環境

ア.地影

地域のほイぎ全域が丘陵地にあり、多摩市との境にある標高 150m前後の尾根を最高に、

起伏に富んだ複雑な地形が見られます。そのため多くの谷戸が点在しており、谷戸曲と

農地が‐体となった谷戸を形成しています。

イ.景観

起伏に富んだ地形によつてつくられる様をな跳望が鼻られます。υζ望景観は、尾根の

稜線沿いの空F臣弓の開けた場所で見られ、場競によっては大曲・丹沢の山並みや、その向こ

うにそびえる富士と強を望むこともできます。また河チ争:や衡遭沿いからは、丘陵の稜線の

緑が帯のように連なる姿を見ることもできます。

地域内には多くの吉道があり、歴史的な趣と豊かな自然が融合した景観が形成されて

います。

18



②地域資源

ア.歴史
奥州への古い街道沿いに発達した由緒ある里です。小曲国一族は桓武平氏の出であり、

城主有重の子らは鎌倉幕府の往「家人として大活躍したことが知られています。小曲田城

姓は大泉寺にあります。

イ:観光

○鶴見チri源流保水の森  ○都立小山田緑地   ○市立室内プール

○尾根緑道       ○蓮閣公園 (整備予定)○ (仮称)町国スポーツ公露 (整備予定)

ウ.近燐の大学等

○桜美林大学

(3)地域の課題

①住民の日常生活の利便性・安全性の向上
・将来にわたって生活し続けることができるよう生活基盤の整備が求められています。
こ散策者のマナー血上、駐車場の整備など、来訪者の行動が地域住民の生活を阻害しない

ための対策が求められています。

②都市基盤整備の計画をふまえた里山環境の活用
,小騒急多摩線および多摩都市モノレールの延伸、都市計画道路 3,4。 40号線をはじめ

とする者る市基盤の整備計画や「まちビジョン等※6」 を応、まえて里曲環境の活用を推進し

ていくことが求められています。

③里山環境を活用する担い手の支援と活動基盤の整備
・塁畑環境を活用する担い手の支援として民間資金の導入などを含め、今後も持続可能な

方策を検討してぃくことが必要といえます。

・地域における活動や交流の拠点を整備し、地域の担い手となりうる人が里山での活動に

継続的に関わるこすとができる基盤づくりが必要といえます。

④手入れの行き虐かない樹林地・農地の増加への対応
'市有地、民有地ともに、人の手がまったく入らない管理放棄林や耕作放棄地が増加して

いる状況への対応が求められています。

・地域住民、来訪者のほか、状況に応じて民FttE事業者も含め多様な主体の連携・協働によ

る、手入れの行き届かない樹林地・農ユ也等の環境美花 (ごみの撤去)の取組が必要とい

えます。     i

※6町田市住みよい街づくり条例(2022年改正)に基づき策定された「まちビジョン」や「地区街
づくリプランJの内、衝づくりの名称、区域、目標及び方針の郡分のこと。
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【小野路エリア】

(1)エリアの1既要

小翼予路エリアは小蜘霞エリアと同様に、町国市の】ヒ部に位置し、多摩ニュータウンに接す

る地域です。多摩丘陵の大きな緑地帯を抱え、鶴見用の源流域となっており、複数の尾根と

谷戸によって構成される丘陵地です。谷聞を走る街道沿いに街並みが形成され、江戸時代に

宿場と'し てにぎわつた小野路宿や寺社など歴史的資源が点在しています。    ,
大部分は市衛化調整区域となっており、農地も多くtま た、自然環境の豊かな地域です。

国の「生物多様性保全二重要な里地量曲」として「図書市小野路歴史環境保全地域及び奈良

ばい谷戸とが選定されています。

(2)地域の特性

①自然環境

ア.地彫                    ′

地域のほぼ全域が丘陵士也にあり、起伏に富んだ複雑な地影が見られます。そのため多

くの谷戸が点在しており、谷戸曲と農地が一体となうた谷戸の景観を形成しています。

イ.景観

起伏に富んだ地影によってつくられる様々な眺望が見られます。眺望景観は、尾根の

稜線沿いの空間の開けた場所で見られ、場所によっては大曲 `丹沢び)曲並みや、その角こ

うにそびえる富士曲を望むこともできます。また河用や街道沿いからは、丘陵の稜線の

緑が帯のように連なる姿を見ることもできます。

小野路城址、万松寺など、地域の歴史・文化を物語る景観が見られます。地域ぬに1ま多

くの吉道があり、歴史的な趣と豊かな自然が融合した景観が形成されています。
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②地域資源

ア`歴史
「奈良ばい」は小山田氏や後耳色条氏の出城であつた小野路城と小曲田城を結ぶ城道で

した。小野路城址、小町井声などの史跡を含め、当エリアの南部は東京都歴史環境保全地

域に指定されています。

イ=観光

○小野路宿塁曲交流館 ○小野路宿通り ○野津困公園

ウェ近鱗の大学等

○桜美林大学 ○国士舘大学 O恵泉女学園大学

(3)地域の課題

①里山環境を活用する担い手の支援と活動基盤の整備
・塁曲環境を活用する担い手の支援として民間資金の導入などを含め、今後も持続可能な

方策を検討していくことが必要といえます。

=活動の担い手を募るために民間事業者等と連携・協働し、地域に関心を持ち行動につな

4ずる人ヘアプローチして帝ヽくことが重要と彰ヽえますと      |

②手入れの行き届かない樹林地・農地の増加への対応

・市有地、民有地ともに、人の手がまったく入らない管理放棄林や耕作放棄地が増加して

いる状況への対応が求められています。             、

・地域住民、来訪者のほか、状況に応じて民間事業者も含め多様な主体の連携・協働によ

る、手入れの行き届かない樹林地・農地等の環境美化 (ごみの撤去)の取組が必要とい

えます。

③地域住民が安心 して暮 らせる環境整備
・散策者のマナー向上、駐車場の整備など、来訪者の行動が地域住民の生活を臨害しない

ための対策が求められています。                (
。地域ぬの事業者の情報を共有し、地域住民が安心して暮らせる環境を整備していくこと

が求められています。

④都市基盤整備の計画をふまえた里山環境の活用

・多摩都市モノレールの延伸、都市計画道蕗 3・ 4・ 22号線をはじめとする都市基盤の整

備計画や「まちビジョン等どを応、まえて里的環境の活用を推進していくことが求められ

ています。           ヽ
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【相原二リア】

(1)エリアの牟既要

相原エリアは、町田市の西端に位置し、八王子市、相模原市に隣接する東西に細長く南耳と

に高′
l氏差がある地域です。地域を横たわるように多摩丘陵の緑地帯が連なり、丘陵地の南狽1

に境川が流れ、それに沿つて町日ヨ街道が走っています。         |
八王子とつながる町園街道はかつて「絹の道Jと 呼ばれ、街道浴いに衝並みが形成されて

きました。1908年には相原駅も調設されるなど、今日の地域の姿は比較的早い時期に形成

されています。また、高度成長期以降には複数の大学が立地しました。

地域北側の大半は多摩丘陵の豊かな自然環境に恵まれ、これらは市衝r毯調整区域となって

います。地域の西端には境川の源流があり、この工帯は大戸緑地として保全されているほか、

野外活動や宿潅ができる市の施設として大地沢青少年センターが整備されています。

(2)地域の特性        モ

①自然環境

ア.地形

地域は東西に組長く、南を流れる境川付近から北に向かつて、低地、台地、丘陵地が連

続しています。また境川からは幾筋の谷戸が広がり、町田市の地影の特徴が凝縮された

地域です。       ,

イ.最観

西端の大戸緑地や地域耳と側の丘陵地には、豊かな樹林が残り、全体として緑豊かな景

観が見られます。一方で、多摩境駅を中心に、多摩境通り周辺イま近年開発整備が進み、緑

が少なくなるなど景観の急速な変化が見られます。また、地域を東西に買く町田衝道沿

いは、商業施設が建ち並ぶ一方で、1日街道の面影を残す場所も見られます。
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②地域資源

ア.歴史

町閣街道の北側を中心に神社や寺が多く立地しています。用林寺、清水寺、諏訪神社な

どの寺社では、大きく育った敷地内の立派な樹木や周辺の緑と一体となった景観が見ら

れます。清水寺のアカガシ群落は、市指定天然記念物にもなっています。また、青木家住

宅、長福寺、国端環状積石遺構、相原窯跡など、多くが文化財や史跡に指定され、地域の

歴史 。文化を物語る景観が見られます。

イロ観光             :
○構原中央公園   | ○大地沢青少年センター

ウと近隣の大学等

O法政大学       ○東京家政学院大学  ○東京造形大学

○曲野美容芸術短期大学 ○多摩美術大学    Oサ レジオエ業高等専門学校

(£剛 の課題 ___

①住民の日常生活の利便性・安全性の向上
。散策者のマナ百向上など、来訪者の行動が地域住民の生活をH二害しないための対策が求

められています。

②里 山環境への関心喚起

・地域住民が日常生活の中で、気軽に塁曲環境に応、れあうことができるよう、情報発信、

活動参加のきっかけづくりが求められています。

・地域住民だけでなく来訪者が塁山環境に関心を持ち、周遊、交流していく機会を充実す

ることで里山環境への関心を喚起していくことも求められていますと

・特に里山環境への入り園となる相原駅周辺ですよ、地域住民や来訪者に里曲環境への関心

を喚起するきっかけづくりが求められています。

③多様な主体の連携・協働のしくみづくり
,すでに活動している団体等と新たに活動を始めたいと考えている住民め情報共有、連携。

協働のきっかけづくりが求められています。      
｀
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【三輸エリア】

(1)エリアの概要

三輪エリアイま、町田市の北東部に位置し、そのほとんどが川崎市や横浜市に接する地域で

す。鶴見川やその支流の周辺tよイ氏地で、その他は丘陵地となっており、起伏の豊かな地域と

なっています。

1927年の小日急線鶴用訳の開設を皮切りに土地区画整理事業などの面的な整備によって

農村から住宅地としての変遷を遂 tデ ましたが、三輪町には市街化調整区域があり、横浜市ま

でつながるまとまったみどりが残っています。

三輪緑地は、横浜市との市境に位署とする 21.1ヘ クタールの都市計画緑地ですと隣接する

横浜市の「寺家レS、 るさと村」や「こどもの国」、周辺の農地や社寺林と一体となって広域な

緑地帯を形成しており、散策や自然観察に多くの方が訪れています。また、市民活動団体の

方々が町厨ヨ市との協働による緑地保全活動を行つています。緑地の中にはトイレや体憩所が

ある三輪の森ビジターマンターがあります。

また、国の「生物多様性保全二重要な里地里曲」として「三輪町の森」が選定されていま

す。

(2)地域の特性

①自然環境    i
ア」地形

町調市の北東部に位置し、川崎市や横浜市に隣接する地域です。河川や衝道沿い、小田

急線沿いの低地部分から幾筋もの丘駿売の尾根が連なるなど、高低差に富み、起伏が豊か

な丘陵地の地影が見られます。   |
緑豊かな丘陵の尾根に園まれた住宅地や里曲や谷戸τ″)田園風景がみられます。近年で

は大夫見模な宅地開発が行われるなど、急激に変化している景観も見られますも

イ.景観

妙福寺周辺を含む一帯には、緑が深く典型的な谷戸の景径見が見られます。幾筋もの尾

根と谷によつて孝_痕雑に入り組んだ地形は、さまざまな場所からさまざまな方角に眺望を

体験することができます。地影の低い場所を流れる鶴見チ:Iか らは、F自写近に迫る緑の斜面

の尾根線が見られます。
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②地域資源

アr歴史                            :
三輪町の丘陵地には、緑豊かな自然環境と一体となつた西谷戸横穴墓群や寺社など、

他の地域と比べても多くの歴史的資産が残ります。 また、文化財に指定されているもの

もあります (妙福寺祖師堂・本堂鐘桜関・高麗閣、熊野神社本殿)。

イ.観光

○三輪の森ビジタTセ ンター

ウ.近隣の大学等

○フェリシアこども短期大学       ○和光大学      ○玉川大学

(3)とと域の課題

①住民の日常生活の利便性 。安全性の向上

・散策者のマナエ向上など、来訪者の行動が地域住民の生活を阻害しないための対策が求

められて彰`ますj「       ― ―

②地域住民とみどりが,S、れあう機会の充実
・地域住民が住宅地に近接する里曲環境の活用の担い手となり、良好な住宅地の環境と暮

らしを維持・更新していくことが重要といえます。

・地域住民が日常生活の中で、気軽に塁山環境に応、れあうことができるよう、情報発信、

活動参加のきっかけづくりが求められています。

③多様な主体の連携:協働のしくみづくり
,すでに活動している団体等と新たに活動を始めたいと考えている住民の情報共有、連携・

協働のきっかけづくりが求められています。
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第3章 里山環境の活用に向けた基本方針

1と 基本的な考え方

対象地域の現状と課題等を応ヽまえると、
｀
地域住民の生活環境を整え多様な主体と連携し

地域の資源を活用していく「時代に員Fし た新たな循環サイクルどを構築するとともに、町

田市ならでイよの里曲環境 (「 まちだの里曲こ)づくりに取り組む必要があるといえます。

そこで本計画では、里曲環境の資源を活用することで、住む人 `勘狙るム道主二⊇て居心

地がよく将来に渡うて持続可能な「まちだの里山Jが形成されることを目指します。そし

て、人と自然が共生し、時代に即した新たな資源の循環により持続可含Bな環境が維持され

ることを目指します。

まちだの塁曲の将来像を以下のとおり定め、基本方針と具体的な取組 (実行計画)を推

進していくこととします。

(1)まちだの里山の】辱来像

住む人も 訪れる人も 居心地のよい まちだの里山

里麹で行われる活重チ」のイメージ

みどりやaとの讚わりを日常の一部にしながら
ココ樹とカラダを有む喜らし

農森

蘊
⇒とけある韓麟と身近な遷壌野を使つて

0蔭ぶ。働く・とうどを密分らとくすデイレできる暮らし

中 金麓機

r自畿き・1閉略・優利きじ歯盛Bt寡ぷ島
やりたと|ことにアクセスじやすい暮らし

人やモノなどの麦隻した費車と臓て俊輝 らこ

を育む

1,挙ザ■
Ⅲ

るみどりを暮らしに取り入れた活動
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2.計画のポイント

(1)4つの基本方針と工1ジ アごとの方針
本計画で掲げた「まちだの里山の将来像」を実現 していくために、計画全体の方針とし

て4うの基本方針を設定します。

4つの基本方針に基づき、地域の実態に員厨した取組を推進していくために、エ リアごと

に取組を設定します。         ・

(2)町田市全体の取組 とリーディングプ国ジェクトの設定   !
本計画で掲げた「まちだの里曲の将来像Jを 実現していくために、計画期F日弓中に具体

的、かつ、着実に観丁国市全体で推進していく取組を重点事業として位置づけます。

全エリアに共通する重点事業とあわせて(エ リアごとの実情に即したリーディングプロ

ジェクトを設定します。

(3)各方針と1ジ すディングプロジェクトの関係
4つの基本方針とエリアごとの取組の関係は以下のとおりとなります。

住む人も 言方れる人も 居心地のよい

まちだの里山

基本方針3

里山を体感する

基本方針4
里山ではじめる

基本方針1

里山の環境を整える

基本方針2

望山の魅力を伝える

町
田
市
全
体
の

取
組
（重
点
事
業
）

まちだの里山の将来像
エリアごとの取組

可ヽ山田エリア
lD取組テTマ
2.リーディングプロジ五クト

小野路エリア
1.取組テーマ
2中 リーディングプロジェクト

穏原エリア
lP取組テーマ
2.リーディングプロジエクト

三輪エリア
1尋 取組テ‐マ
2.リーディングプロジェクト
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3と 4つの基本方針

将来像 住む人も 言方れる人も

■取組の方向性
・里山環境の活用に必要な山林と農地を再生する

。多様な人が関わり続けられるしくみづくりを推進する

■ねらい

○まちだの里曲の自然資源を活用した事業を実施する環境を整えるため

○自然体験のニーズに応える事業を実施する環境を整えるため

○市内外の人や団体が持続的た里と強環境を活用することができるしくみを
構築するため

○市内外の人や団体の活動を受け入れるため

○地域に多くの人の目が入ることで安全・安心な里曲の環境を整えるため

¬

E取組の方向性
・人・団体への周知に取り組む
。住んでいる人、訪れる人、まだ訪れていない人に地域の魅力を伝える

重ねらい

○多世代の在住者がまちだの里山が貴重な場所ということを知るため

○来訪者が地域の住民・団体の活動を知るため

○広くまちだの里山の魅力を発信するため

○まちだの里山での暮らしにあこがれや愛着を抱く人を増やすため
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居心地のよい まちだの里山

■ねらい           し

○実際に訪れてまちだの里曲の魅力を体感して■らうため
○訪れた人の満足度を高めるため

現地に訪れ―る人を増やす

基本方針4里山ではじめる

■取組の方向性
ク・ここで徳か始めてみようと考える人を後押しする
。地域住民と来訪者の交流を提進する

冒ねらい      ,
○持続可能な塁曲環境の保全につながる.事業活動を受け入れるため

‐

10野菜や本材など虫山あ産物を活かしたビジネスを始める基盤を構築する
ため    |

○訪れる人と地域の人・団体が交流するため
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(前期実行計画)

第4章 里山環境の活用に向けた具体的な取組

1呵 町田市全体の取組(重点事業 )

10年間の計画期間の中で時代に即した新たな循環サイクルを着実に構築し、まちだの里

曲の将来像を実現するためにヽ市全体の取組 (重点事業)を設定します。エリアの実情に応

じた取組のテーマまたはリーディングプロジェクトと整合を図るものとしています。

各取組はまちだの望曲のと也理的な特性を鑑み、隣接する自治体や曲林の活用に取り組んで

いる自治体等との連携も視野にいれて推進していきます。

1
重点事業1 と独林と農地の再生と活用

①曲林と農
'也

の再生 :こ取り組みます

不法投棄など生活環境の悪化や生態系の保全の妨げの要因となっている曲林や耕作が行われて

いない農地の再生に取り組みます。

具体的な取組

○不法投棄や景観など生活環境悪化の要因となっている曲林の間伐を実施する。

②事業者等と連続して塁曲の環境・資源を活用します              :
曲林の再生により間伐した木材の搬出など、塁曲の資源を有効に活用するために必要なインフ

ラの整備を実施します。民間事業者等と連携 ,協
l動 し、持続可能な保全につながる、里曲環境の

活用に取り組みます。

具体的な取組

○本材搬出のための作業路を束整備する。

○皇山の環境を活用した事業を実施する。

③霊山で活動したい人を受け入れる環境を整備iします       :           .
里曲の環境に興味や親しみを持つ人や団イ本・企業等が参画しやすい環境を整えます。また、地

域住民、と来訪者の交流の機会の創出や場の整備、来訪者の私有地への立ち入りを抑制するための

道標の設置など、地域住民と来訪者にとって良い関係性が構築できるよう取り組みます。

具体的な取組

○活動したい人が地域にスムーズに入っていけるよう、ヨーデイネートを行う。

○散策ルートを整備し、案内板や道標を設置する。

E達成報標  ,i  l

新たな曲林再生に

着手した面積 (盾 )

■対応する
.SID Gこ

のゴール

現状値

0(頂 )
→

2026年度

80,000(晒 )

2034年度
目標値

160,000(盾 )→

171■「子|(|

⑬
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3 4

重点事業2活動に参画する団体や企業・個人など、担い手の

確保と支援
里曲の環境を活用する団体や企業等の活動が継続 し、持続可能な里山環境の保全につながるよ

うに必要に応じた支援を行います。

より多くの人が里曲に関わり訪れることができるように、新たに活動を行う団体等への助言や

支援を行います。                                  .

具体時な取組

○地域の人との交流や里曲の魅力に直接応、れあう機会を充実していくことで多様な人が量曲

を訪れ、関わりを持つきっかけを増やす。

○団体・企業等と連携して塁曲の資源を活用する活動やイベントのFテ辱催を支援する。

○塁曲での活動が将来に渡って持続可能なものとなるよう必要な支援を行う。

■達成指標

現状値 2026年度
203¬ 年度

園標値

17団体7団体 → 12団体 →活動に参画する団体数

■対応するSDGsの ゴール

171義 Iて

'

く塁,

2 国□
重点事業3「まちだの里ととJ」 の戦騒的な情報発信

まちだの里曲の魅力や里曲での取組を内外に発信 し、認知度の向上や来訪者の促進につなげま

す。また、里曲環境の活用や保全に関心のある企業等へ情報を発信 し、提供し参画を促進します。

異体的な取組

○まちだの里曲での様々な取組を、 ICT来 7を
活用して発信する。

○ 「まちだの里曲とに対する地域内外の認識や認家[l度向上に取 り組む。

○里曲での活動に興味がある企業・団体等に対して重点的に情報を発信する。

17長4-■

①

2026年度

26,711人 31,000人 68,000人

■達成指標

ユダも状値

→ →

203司 年度
目標値

まちだの里曲の来訪者数

■対応するSDGsのゴール

※7 1nformation&Communications Technologyの 略。情報通信技術のこと9
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2.工 Iジ アごとの取組

活動状況や課題等が異なる各エリアの実情を応、まえ、取組テーマとり■ディングプロジェ

クトを設定しています。

北部丘陵活性化計画に基づき取組が行われてきた小強理エリアと小野路エリアでは、これ

までの経緯をνS、 まえ、特に重点事業 とに関わるプロジェクトを記載しています。相原エリア

と三輸エリアでは、特に重点事業写、3に関わる担い手育成や仕組みづくりのプロジェクト

を記載しています。各プロジェクトには、対応するSDGsの ゴールを記載しています。

【′どヽ山田エリア】

(1)土也域の取組テニマ

エリア内の住民と来訪者が安全かつ安心して交流し、お互いに居心地のよさを感じるこ

とができるよう、荒廃した曲林や耕作が行われていない農地を再生することから進めてい

きます◇あわせて、来訪者と地域住民の交流の場や塁曲環境に触れる機会を充実し、多様

な主体の連携・協l動 による資源の活用を推進していきます。

(2)リーデイングプロジエクト
多様な主体が活動や検討を重ねてきた本エリアでは、曲林や農地の再生に取り組んだうえ

で多様な活動を推進していくため4と 、以下のリーディングプロジェクトを掲げました。

感じることができる里山環境の活用

だれもが居′ のよさを

プ囲ジェクト

の
工事
管理運営

1 2 3 4
②

事業手
法の検
言寸

事業者
の選定

設計

週末ごとに自転車や散策を楽しむ人が訪れていることから、来訪者の休憩や来訪者と地域住民

の交流の場など、里曲をより身近に感じ楽しむことができる拠点となる施設を整備します。

②望曲環境を活用する場を整備します

地域で「おこしの森」と言われている小l触 困小学校北側の曲林をとよじめ、周辺の曲林の再生を

図り、地域の子どもたちや住民、来訪者が森を楽しみ、マウンテンバイクや ドローン、ジツプラ

インなどをはじめとする活動ができる場を整備します。

③本材を活用できる場を提供します

曲林の再生により発生した間伐材を有効に活用し、本材の加工や製材、加工品の販売や木工体

験など多くの方が本材に角虫れ、楽しむことができる場を提供します。

■対応するSDGsの ゴーサレ

囲聾

1 そ宙1夙曇逸終Fす
る

①交流回遊拠点を整備します
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プロジェクト

1 2 3 調整 試行 実施 →

地域の農業従事者や住民、企業等との連携により、来訪者が「農」をテーマとした体験や農産

物の購入など地域住民と交流ができる場や機会を充実しヽ 日常的な地域の賑わいの倉】」出につなげ

ます。

■対応するSDGsの ゴール               _

171長I鼻,I子

①

2

圏

農を活用した地域の

賑わいゾエンの創出

プロジェクト

①環境の保全につながる事業を実施します

再生した雄l林等を活用し、地域の賑わいの創出を図り、持続可能な環境の保全につながる事業

を地域住民や来訪者、団体・企業等と連携 。協働 して実施します。

② (仮称)塁曲クリーンアツプキヤンペーンを企画 。実施します

里由に携わるすべての人たちによる、(仮称)塁曲クリーンアップキャンペーンを企画・実施

し、里曲の清掃活動を通じて、里 l」彗環境が抱える課題や環境保全への理解を里曲への親しみや愛

着につなげく里山環境の保全を持続可能なものとします。

③散策ルートの再整備とマップの作製に取り組みます

荒廃して通行が困難になった道を再整備します。あわせて、道標の設置、散策ルートを示した

マップの作製を行うことで、私有地への立ち入りをなくしていきます。

■対応するSDGSの ゴール

3 昔ぞ宗蓄覇霜湾握進

盟圏圏
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【小野ユ各エリア】

(1)地域の取組テーマ

地域団体、民間事業など多様な主体の連携・協働・交流により貴重な里曲や営農環境の

保全 t活用と糸盤承を推進し、居心地のよさを感じることができるよう、皇曲を活用する取

組を進め【いき表す。_あ わせて了奈流やに「ぎわいの倉r出 に
'な

がる機会を充実してヽ`きま

す。

(2)り∵ディングプロジェクト
多様な主体が活動や検討を重ねてきた本エリアでは、曲林や農地の再生に取り組んだうえ

で多様な活動を推進していくために、以下のリーディングプロジェクトを掲げました。

農環境を活用した交流の促進 _

豊かな ・歴史資源や

プロジェクト

電 2 3 4

小野路エリアの放置竹林の再生を図り、竹材を活用した体験プログラム等を企画。実施します。

竹材に触れる機会や楽しみを通じて、里曲への親しみや環境保全への理解、来訪者の促進につな

げます。

町国産のタケノコの水煮やメンマなど竹を材料とする加工食品について、団体・企業等との運

携・協l夢〕により食品の開発・販売を行い、持続可能な新たな循環サイクルのモデルを構築すると

ともに、地域の活性化や来訪者促進につなげます。

H対応するS D10 sのゴ■Jう    ―■■
!i■

||  !  ||.● 1-  二 ill  ― I

15

∫
基

実施1 竹林の再生と活用

対応する 2022 2023 2024 2025 2026 後期5年
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プロジェクト,

を図ったのち、適宣試1験的に実施
内

セ
ー

散策などを麟的とした来誘者が、量造を楽心むことができるよう

'こ

新たオょ`散策ル‐卜の整備や

款策ル‐卜の華メr'などを実施、し―・散策しやすい環境を東整えます年またt来訪者が私有麹籠立ち

入ることがないよう遭標讐を設置し、注意をF足 します。

量雄lた携わるすべてつ本たちによるヽ (板称)里―曲タリTンアツプキャンペ〒ンを企画:実施
し、塁造の溝無活銹を通じて、霊積戯雲境が手包える課懇や環境イ果全へのテ量角翠を―塁由への茉見しみや愛

着につなtず、重と強環境のイ果全を鶏饒可能なものとします。 :

2
1地域の課題解決!拒

●つ|ながる取組の推逢

基本方針
21122  21123  2024  2026  21126  宅隆療露奎勇盗岳

す る
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【相原エリア】

(1)地域の取組テーマ

員死存の活動団体の横のつながりや地域コミュニティを醸成し、多くの人が歴史や文化と

応、れあいながら塁曲環境を活用していくための取組を進めていきます。地域住民のF自月で地

域のビジョンの共有し、新たな活動を後押しする地域の基盤づくりにも取り組んでいきま

すと

(2)リーデイングプロジエクト
既存の活動団体等と新たに活動を始めたいと考えている住民の連携。協働のきっかけづく

りが求められている本エリアにおいては、体制づくりや新たな取組を支援していくことを目

指し、以下のリーディングプロジェクトを掲げました。

多様な主体の連携・協働による

里山環境の活用

プロジェクト 闘
1 連携・協働の体制づくり

①地域の課題解決や霊曲の活用につながる1本常liづ くりに取り組みます

地域の住民と鳳元に活動する団体や企業等との連携を図り、地域課題の共有や今後の里山環境の

活用につながる体制づくりに取り組みます。

②地域で活動する若い世代との1連携・協働のしくみづくりに取り組みます

地域の住民、景兎存の活動団体、企業等と地域で活動する若い世代との連携・協イ動を促進するし

くみづくりに取り組みます。                          |

E対応するSDGsのゴエル

圏
171ど葎r.I∫

①

プ理ジエクト

→2 3 検討 調整 実施

地域住民や大学 。企業等と連携して、塁曲環境を活用したアー トイベント等を企画・実施しま

す。

H対応するSDGSの ゴール

圏□

:室麿建毒摘鍵極
携による
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【三輪エリア】

(1)地域の取組テーマ

既存の団体の活動や取組を通して多くの人が地域の自然・歴史・文化資源に応、れあうこ

とができる星山環境の実現につながる取組を進めていきます。地域住民のF日弓で地域のどジ

ョンの共有し、新たな活動を後押しする地域の基盤づくりにも取り組んでいきます。

(2)リァディングプ回ジェクト
既存の活動団体等と地域住民の協働が求められている本エリアにおいては、す也域の取組テ

ーマを共有し活動に参加するきっかけを充実していくために以下のり下デイングプロジェ

クトを掲げました。

自然・歴史・文化 にふれあえる

里山環境の実現

プロジェクト

虫也域の取組や魅力 `価値を
共有できる関係づくり

美しい谷戸園のある風景などの豊かな自然環境の保全に向けて活動する団体との情報交換や

必要に応じた支援に取り組みますじまた、多くの人が自然環境を通じた学びや歴史に応、れあえる

機会を充実します。
1

|■対応するSttG尋のゴエル  ー       ー    ー  ,  ′―

1

圏
7

①
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第5章 計画の推進にあたうて

1.計画推進の考え方

まちだの塁由に関心をもつ多様な主体の連携・協働による「まちだの里由の将来像どの実

現にむけ、リーディングプロジェクトを中心に、基本方針にそつた様々な取組や活動を推進

していきます。

2B計画の進行管理

各施策を円滑に遂行するため、関連する庁内各課と密に情報交換を行う体制を整備します。

また、本計画すま多様な主体の連携・協働を土台にしていることから、各エリアの地域住民・

団体など多様な主体と連携・協働しながら各施策を進行管理していきます。

各エリアにおいて地域住民・団体等からなる組織の設立・運営を支援し、取組の進捗状況

等をエリア内で確認・共有するとともに、その結果について (仮称)里山環境活用保全計画

推進委員会が密に連携することで計画の進捗として取りまとめ、まちだの里曲全体の将来像

の実現に向けた評価を行います。

計画の評価は、学識経験者と関係団体 (農業、観光、産業分野)からなる (仮称)里曲環

境活用保全計画推進委員会を設置し、年 1回程度、基本方針に沿つた取組等の進抄を確認し

ます。                    
｀

本計画を推進し5年目に、社会の状況等に応じて計画の中間確認の実施を検討します。

計画の進行管妥里のイメージ

計画の進行管理

(仮称 )

里曲環境活用保全計画

推進委員会

取りまとめ、評価

連
携

・

遠
軍
藝
轟
宝
▽

情
報
共
有

取組の進捗状況等をエリアぬで確認・共有

住民・活動団体

等からなる組織

小違園

エリア

小野路

工 :ジ ア

本目辰員

工 Iジ ア

三輪

エリア
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3.町田市の役害」

まちだの里由に関心をもつ多様な主体の連携・協イ動を支えるとともに、団体F日写のコーディ

ネートや庁内外の機関,団体との連携をイ足進することで本計画を効果的に推進していきます。

(1)多様な主体のコーディネエト

市は、まちだの里曲で活動する多様な主体の活動の下支えと横のつながりの強化に取り組

み、コーディネ■ターとしての役割を担います。ョーディネーターとして効果的に活動を行

うことができるよう、日ごろから地域の団体等とのコミュニケーションの機会の確保に努め

ます。  (

(2)計画の将来像の実現にむけた庁内関係部署の連携強イと

本計画の範囲外となる者昼市基盤の整備や農業振興等の施策については、庁内関係部署を密

に連携を取り、本計画の将来像の実現にむけて地域住民、多様な主体のニーズや実態を共有

していきます。関連する施策の推進にあたちては、本計画の施策 :取組と整合を図り、効果

的に実施されていくよう促していきます。

(3)国、都、関連 自治体等 との連携強イと

都市基盤の整備や法制度に基づく指定、広城的な取組等につ帝Nては、国、東京都、関連自

治体等と連携しながら取組を進めていきます。

また、まちだの量曲と同様の環境において取組を進める自治体と情報交換や連携・協働し、

効果的な施策の推進体制を整えていきます。
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資料編

1日 航空写真等

2日 活用を検討する制度

3E住民,来訪者の意識

(1)地域住民のニーズに関する調査

、(2)来訪者のニーズに関する調査    '

(3)地域住民の暮らしに関するとアリング調査

4.樹高区分図

(1)樹高区分図の説明

(2)樹高区分図
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(仮称)町田市里山環境活用保全計画
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